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第４の巻 借りられる支援金 

 

 

  

 

 

 

 

 

  新型コロナウイルス感染拡大で窮屈な生活はまだ続きそうですが、

気がかりなのが災害時の新型感染症対策です。避難所は密閉、密集、

密接の<３密状態>が予測されます。現在の国分寺市地域防災計画や同

計画の運用マニュアルでは、こうした事態に即応できません。地域防

災計画の見直しなどが喫緊の課題です。早急な市の対応とともに、防

災会としても提案をいていきたいものです。さて、大規模災害で被災した場合に役立つ生

活再建の法律や制度の知識を紹介している本題の「しの備くんの知識備蓄シリーズ」も今

回で４回目。これまでに「り災証明書」の大切さ、返済しなくてもよい「被災者生活再建

支援金」などを紹介してきましたが、今回の備えんじゃ家に伝わる生活再建極意の書・第

４の巻では、災害援護資金など借りられるお金の支援を取り上げます。  

 

 

 

☆ ポイント１  災害援護資金 

災害援護資金の借り入れ最高限度額は３５０万円です。 

①災害で世帯主が負傷し療養に要する期間が概ね１か月以上かかった②家財に３分の１以

上の損害があった③住居の半壊または全壊・流失――などの条件を満たす世帯主が対象と

なります。なお、同資金を活用できる人は、原則として所得制限があります。 

≪表１≫ 

 

 

１５０万円 

２５０万円 

２７０万円 

３５０万円 

 

 

１５０万円 

１７０万円 

２５０万円 

３５０万円 
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貸付利率は原則３年以内（特別な場合は５年）の据置期間中は無利子ですが、据置期間が終わる

と利率は年率３％となります。償還期間は据置期間を含め１０年以内となっています。詳しい金

額は<表１>をご覧ください。問い合わせや相談の窓口は国分寺市役所です。 

☆ ポイント２  緊急小口資金 

一時的な生活費を必要とする世帯に生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金として１０万円ま

で貸し付けるもので、窓口は国分寺市社会福祉協議会です。 

                                     （文：石井 仁）           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分や家族に風邪の症状がある場合や、すでに新型コロナウイルスへの感染が判明して

いて自宅療養をする場合は、どうしたらよいのかご存知ですか？ 

注意する点をご紹介します！！ 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほかにも・・・ 

  

                        （出典：厚生労働省ホームページ） 

「３密」（密集・密接・密閉）を回避し、人と人との間隔をあけ（ソーシャルディスタンシング）、 

新型コロナウイルスに負けない生活を、一人ひとりが意識しながら実践していきましょう。 

                                

内藤・日吉地域連合防災会のホームページもご覧ください！！ 

 URL http://naito-hiyoshi-bosai.org/             編集・大槻 美奈子 

 

もし家庭内で新型コロナウイルス感染症が発生したら・・ 

 

    

   

 

 

防災まちづくりニュースおよび防災会へのお問い合わせは、 
内藤・日吉地域連合防災会 会長 龍神 瑞穂（０９０―２５３３―３４３５）まで 

http://naito-hiyoshi-bosai.org/

